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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

 
令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、
黒
潮
町

に
在
住
す
る
世
帯
に
申
告
書
を
配
付
し

て
い
ま
す
。

 
「
申
告
書
の
提
出
が
不
要
な
方
」
に

該
当
し
な
い

２０
歳
以
上
の
方
は
、
前
年

の
１
月
か
ら

１２
月
ま
で
の
１
年
間
の
収

入
な
ど
に
つ
い
て
申
告
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

 
こ
の
申
告
書
は
国
民
健
康
保
険
税
、

介
護
保
険
料
の
申
告
書
も
兼
ね
て
い
ま

す
の
で
、
収
入
が
無
い
場
合
で
も
、
そ

の
旨
を
記
載
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 
申
告
結
果
は
、
町
県
民
税
を
適
正
に

課
税
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
な
る
ほ

か
、
国
民
健
康
保
険
税
な
ど
の
算
定
資

料
と
し
て
も
使
い
ま
す
。
ま
た
、
所
得

証
明
書
な
ど
の
税
務
証
明
の
基
礎
資
料

と
な
り
ま
す
。

 
申
告
書
の
提
出
が
な
い
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
税
な
ど
の
軽
減
措
置
が
受

け
ら
れ
な
い
、
所
得
証
明
書
の
交
付
が

で
き
な
い
、
各
種
税
額
控
除
が
受
け
ら

れ
な
い
な
ど
の
場
合
が
あ
り
ま
す
。
収

入
の
な
か
っ
た
方
や
障
害
年
金
・
遺
族

年
金
な
ど
の
非
課
税
年
金
を
受
給
し
て

い
る
方
も
申
告
が
必
要
で
す
の
で
、
期

限
内
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

 
た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
提
出

は
不
要
で
す
。

◆
申
告
書
の
提
出
が
不
要
な
方

①
所
得
税
の
確
定
申
告
書
（
還
付
申
告

を
含
む
）
を
提
出
さ
れ
た
方

②
昨
年
中
の
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の

方
で
、
扶
養
控
除
、
医
療
費
控
除
や

生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の
各
種
控
除

を
受
け
な
い
方

③
昨
年
中
の
収
入
が
給
与
（
１
カ
所
）
の

み
の
方
で
、
勤
務
先
よ
り
年
末
調
整

済
の
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

て
い
る
方

④
昨
年
中
の
収
入
が
全
く
な
く
町
内
在

住
の
方
に
税
の
扶
養
を
さ
れ
て
い
る
方

◆
申
告
の
際
に
必
要
な
も
の

①
印
か
ん
（
認
印
）

②
収
入
や
経
費
が
わ
か
る
も
の
（
給
与
、

公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票
、
自

営
業
の
方
は
、
収
入
の
明
細
や
経
費

の
領
収
書
な
ど
）

③
生
命
保
険
や
地
震
保
険
の
控
除
証
明
書

④
国
民
年
金
な
ど
の
支
払
証
明
書

⑤
医
療
費
の
領
収
書

※
②
、
⑤
に
つ
い
て
は
事
前
に
集
計
を

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

◆
本
人
確
認
に
つ
い
て

 
本
人
確
認
の
た
め
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
」
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で

な
い
方

個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
次
の
よ
う

な
顔
写
真
付
き
の
も
の
の
う
ち
い
ず

れ
か
１
つ

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
身
体

障
害
者
手
帳
、
在
留
カ
ー
ド
 
な
ど

・
顔
写
真
付
き
の
も
の
が
な
い
場
合

個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
と
次
の
よ
う

な
も
の
２
つ

 
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
 
な
ど

◆
受
付
期
間

 
２
月

１７
日
（
月
）
〜
３
月

１６
日
（
月
）

※
年
金
受
給
の
み
で
所
得
税
の
還
付
を

受
け
た
い
方
は
、
２
月

１２
日
（
水
）
か

ら
１４
日
（
金
）
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
次
の
日
程
で
休
日
も
申
告
の
受
け
付

け
を
し
ま
す
。

 
本
庁
 
 
 
３
月
７
日
（
土
）

 
佐
賀
支
所
 
３
月
８
日
（
日
）

 
乗
ら
な
く
な
っ
た
り
、
乗
れ
な
く
な

っ
た
原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
で

も
３
月

３１
日
ま
で
に
廃
車
手
続
き
を
し

な
い
と
令
和
２
年
度
も
軽
自
動
車
税
が

か
か
り
ま
す
。

 
あ
な
た
の
家
に
こ
の
よ
う
な
車
両
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
早
め
の
手
続
き
を
お

勧
め
し
ま
す
。

 
な
お
、
車
の
種
類
に
よ
っ
て
次
の
表

の
と
お
り
手
続
き
先
が
違
い
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 
農
耕
車
と
は
ト
ラ
ク
タ
ー
、
乗
用
装

置
付
の
コ
ン
バ
イ
ン
、
田
植
機
、
運
搬

車
両
な
ど
の
農
耕
作
業
用
自
動
車
な
ど

大
き
さ
に
関
係
な
く
乗
用
装
置
が
付
き
、

時
速

３５
袰

未
満
で
走
行
す
る
も
の
で
す
。

iお金 仕事 その他

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

軽
自
動
車
な
ど
の
廃
車
手
続
き

i

手続先・連絡先

本庁 住民課 住民税係

　　　蕁43－2816

佐賀支所 地域住民課 総合窓口第1係

　　　蕁55－3111

軽自動車の種類

○原動機付自転車

　（125cc以下）

○小型特殊自動車（農耕作

業用のもの、トラクターなど）

軽自動車検査協会（高知市長浜）

　　　蕁050－3816－3125
○軽自動車

○125cc超のバイク
高知運輸支局（高知市大津）

　　　蕁050－5540－2077

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

住
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

住
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

住
民
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

令
和
２
年
度
町
県
民
税
な
ど

の
申
告
に
つ
い
て

農
耕
車
に
は
軽
自
動
車
税
が
か
か
り
ま
す
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こ
れ
ら
の
農
耕
車
は
、
道
路
を
走
ら
な

く
て
も
軽
自
動
車
税
が
か
か
り
ま
す
。

農
耕
車
を
登
録
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

本
庁
ま
た
は
佐
賀
支
所
窓
口
へ
登
録
の

届
出
を
し
て
ナ
ン
バ
ー
の
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。
農
耕
車
を
買
い
替
え
、

廃
車
し
た
と
き
も
手
続
き
が
必
要
で
す
。

◆
登
録
に
必
要
な
も
の

・
所
有
者
の
印
か
ん
（
認
印
）

・
車
名

・
車
台
番
号

・
総
排
気
量

※
代
理
人
が
届
出
を
す
る
場
合
は
、
代

理
人
の
印
か
ん
も
必
要
で
す
。

　
障
が
い
者
の
た
め
に
使
用
す
る
車
で
次

の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
申
請
に
よ
り

軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

◆
対
象
と
な
る
車
両

・
障
が
い
者
が
所
有
し
自
ら
が
運
転
す
る
車

・
障
が
い
者
（

１８
歳
未
満
の
身
体
障
が

い
者
や
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が

い
者
と
生
計
が
同
一
で
あ
る
方
を
含

む
）
が
所
有
し
、
生
計
を
同
じ
く
す

る
方
が
障
が
い
者
の
通
院
通
学
な
ど

の
た
め
に
運
転
す
る
車

・
障
が
い
者
の
み
の
世
帯
の
方
が
所
有
し
、

常
時
介
護
す
る
方
が
障
が
い
者
の
通

院
通
学
な
ど
の
た
め
に
運
転
す
る
車

※
障
が
い
の
程
度
な
ど
に
よ
る
制
限
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
軽
自
動
車
、
普
通
自

動
車
あ
わ
せ
て
１
台
に
限
り
ま
す
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知
カ
ー
ド

・
運
転
者
の
運
転
免
許
証

・
印
か
ん
（
認
印
）

・
自
動
車
検
査
証

・
減
免
申
請
書
（
住
民
課
に
あ
り
ま
す
）

※
「
生
計
が
同
一
で
あ
る
こ
と
」
、「
常

時
介
護
し
て
い
る
こ
と
」
、「
通
院
、

通
学
な
ど
を
行
っ
て
い
る
こ
と
」
を

証
明
す
る
書
類
が
別
途
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◆
申
請
期
間
（
令
和
２
年
度
分
）

　
５
月

２５
日
（
月
）
ま
で

※
４
月
１
日
現
在
、
所
有
し
て
い
る
車

に
限
り
ま
す
。

※
４
月
２
日
以
降
に
車
を
取
得
し
た
り
、

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
方
は
、

翌
年
度
か
ら
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
民
税
係

　
蕁

４
３
―

２
８
１
６

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

総
合
窓
口
第
１
係

　
　
　
　
蕁

５
５
―

３
１
１
３

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

マイナンバーカードおよび電子証明書の更新について

　マイナンバーカードは10年（未成年者は5年）、カードに格納されている電子証明書は

5年の有効期限があります。

　現在マイナンバーカードをお持ちの方で有効期限を迎える方に対し、有効期限の2カ月

から3カ月前に有効期限通知書が送付されます。通知書が届きましたら更新手続きをお願

いします。

◆更新手続きについて

　マイナンバーカード・電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。

【有効期限通知書に申請書IDの記載のある方】

申請書IDの右側に「交付申請用QRコード（URL）」があります。

QRコードを利用したスマホ申請を、ぜひご利用ください。

【有効期限通知書に申請書IDの記載のない方】

　有効期限通知書に記載されている必要書類をお持ちの上、役場担当

窓口へお越しください。

　　　　　　〇更新手続・お問い合わせ

　　　　　　　本庁 住民課 住基戸籍係　　　　　　  蕁43－2800

　　　　　　　佐賀支所 地域住民課 総合窓口第2係　蕁55－3701 マイナンバーキャラクター

マイナちゃん

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て


